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【公印省略】 

 

宅島建設杯第 2９回長崎県ジュニア・ユースサッカー選手権大会の開催中止について 

 

日頃から本協会及び委員会の活動にご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、8 月２８日（土）から開催予定の標記大会については、万全な準備を整えて参り

ましたが、8 月１９日（木）より県下全域に最も高いステージ５、県独自の「緊急事態宣

言」が発令されたことに伴い、県教育庁体育保健課長からの依頼により、各郡市の部活動

中止や公共施設等の現状を踏まえ、2 年連続の「中 止」とさせていただくという苦渋の

選択をすることにいたしました。 

９６チーム、参加を予定していた選手・関係者・保護者の皆様方には、大変残念であ

り、多大なご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い

いたします。 

つきましては、趣旨をご理解の上、参加チームの選手・関係者・保護者の皆様によろし

くご鳳声くださるようよろしくお願いいたします。 

まずは、開催中止のお知らせをさせていただきます。 

 

記 

１．中止に至る判断内容 

（１）ステージ５「緊急事態宣言」発令 8 月 19 日（木）～9 月 6 日（月）まで 

 

・競技団体への（通知） 

 ・県立学校及び各郡市町における部活動の取り扱いについて（通知） 

  （※当面の間、部活動は中止とする。） 

・使用会場公共施設（島原市、南島原市）の閉鎖 

 ・延期日程での会場確保の困難 

 

 






